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税務署からのお知らせ
①配偶者控除の控除額について
　居住者の合計所得金額に応じて次のとおりとされました

居住者の合計所得金額
控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円

900万円超　　950万円以下 26万円 32万円
950万円超　1,000万円以下 13万円 16万円

配偶者の合計所得金額
居住者の合計所得金額

900万円以下 900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

38万円超　　85万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超　　90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超　　95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超　100万円以下 26万円 18万円 ９万円
100万円超　105万円以下 21万円 14万円 ７万円
105万円超　110万円以下 16万円 11万円 ６万円
110万円超　115万円以下 11万円 ８万円 ４万円
115万円超　120万円以下 ６万円 ４万円 ２万円
120万円超　123万円以下 ３万円 ２万円 １万円

日　程 税理士名 電　話 事務所所在地

２月１日㈮
小 池 裕 太 ☎22-3074 本庄市本庄
柴 﨑 　 厚 ☎22-0606 本庄市栄
多 賀 谷 実 ☎21-7871 本庄市見福

２月２日㈯
岩 堀 　 薫 ☎21-1678 本庄市朝日町
根 岸 精 一 ☎21-2235 本庄市五十子
松 本 和 弘 ☎33-0315 上里町三町

２月４日㈪
青 木 貴 子 ☎22-3491 本庄市南
野 沢 一 雄 ☎34-2696 上里町七本木

２月５日㈫
石田九洲男 ☎21-6857 本庄市本庄
塚 本 富 雄 ☎76-0684 美里町下児玉
松 木 正 則 ☎34-0307 上里町七本木

２月６日㈬
浅 見 秀 子 ☎24-0679 本庄市西富田
三 沢 俊 之 ☎21-2800 本庄市朝日町
目 時 　 悟 ☎33-8859 上里町金久保

２月７日㈭
木 村 睦 子 ☎23-1120 本庄市けや木
黒 澤 祥 一 ☎33-1414 上里町七本木
田村加代子 ☎33-8859 上里町金久保

※合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできなくなりました。

②配偶者特別控除の額について
　居住者及び配偶者の合計所得金額に応じて次のとおりとされました

※従前どおり、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできません。

日　程 税理士名 電　話 事務所所在地

２月８日㈮
池 田 敦 司 ☎71-7901 本庄市西富田
小暮眞一郎 ☎33-2141 上里町勅使河原
松 本 悦 子 ☎24-1965 本庄市若泉

２月９日㈯
小 川 　 輝 ☎21-0888 本庄市牧西
松 本 純 一 ☎33-0315 上里町三町
三 澤 力 男 ☎25-7988 本庄市朝日町

２月12日㈫
須 永 秀 和 ☎22-4867 本庄市前原
角 谷 高 之 ☎22-5370 本庄市駅南
田 中 圭 二 ☎22-3733 本庄市栗崎

２月13日㈬
入 　 敏 明 ☎71-7792 本庄市千代田
田 村 幸 一 ☎71-7808 本庄市下野堂
塚 本 雅 俊 ☎71-4910 上里町七本木

２月14日㈭
藤 井 桂 一 ☎21-3625 本庄市見福
松 本 　 健 ☎24-5614 本庄市本庄
真々田　豊 ☎71-4529 本庄市東台

２月15日㈮
宮 田 昌 代 ☎33-2764 上里町七本木
山 下 政 信 ☎72-1317 児玉町吉田林
吉 澤 政 志 ☎71-9945 上里町勅使河原

③消費税軽減税率制度について

■無料税務相談の日程

平成30年分所得税確定申告

　申告相談と申告書の作成を無料で行います。希望するかたは、事前に各税理士
事務所に電話連絡のうえご利用ください。

税理士による無料税務相談をご利用ください

■対 象 者　�年収600万円以下の給与所得者で医療費控除や住宅借入金等特別控除
などの申告をするかた
　年金受給者で確定申告が必要なかた

■相談日時　２月１日㈮～15日㈮（日曜・祝日を除く）　午前９時30分～午後４時
※事前連絡の際に相談日時、必要書類などを確認してください。

■問 合 せ　関東信越税理士会本庄支部　☎22-7091

　

ミ
ム
リ
ン
健
幸
ポ
イ
ン
ト
事
業
参
加
者
は
、
12
月
に

入
り
２
、４
０
０
人
に
も
う
少
し
の
と
こ
ろ
ま
で
来
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
20
歳
以
上
の
25
％
に
相
当
し
ま
す
。
こ

れ
だ
け
の
方
々
が
何
ら
か
の
形
で
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
取

り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
必
ず
や
生
活
習
慣
病
、

特
に
こ
れ
か
ら
増
加
が
見
込
ま
れ
る
認
知
症
の
予
防
に

役
立
つ
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
近
年
児
童
生
徒
の
登
下
校
時
の
見
守
り
を
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
が
ご
高
齢

に
よ
り
退
任
さ
れ
た
後
、
後
任
の
か
た
が
見
つ
か
ら
な

い
と
こ
ろ
が
増
え
て
い
ま
す
。
雨
の
日
も
風
の
日
も
児

童
生
徒
の
見
守
り
を
し
て
い
た
だ
き
、
た
だ
た
だ
頭
が

下
が
り
ま
す
。「
い
つ
も
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

　

そ
こ
で
、
お
願
い
で
す
。
小
学
生
、
中
学
生
の
登
下

校
時
間
に
合
わ
せ
、週
何
回
か
通
学
路
を
先
回
り
し
た
り
、

す
れ
違
う
よ
う
に
パ
ト
ロ
ー
ル
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
で
き

な
い
で
し
ょ
う
か
？　

　

先
日
、
我
が
町
と
人
口
が
同
規
模
の
町
長
さ
ん
と
歩

数
計
を
使
っ
た
運
動
習
慣
化
の
話
を
す
る
機
会
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
町
長
さ
ん
が
言
う
に
は
、
同
事
業
の
参

加
者
が
１
、２
０
０
人
だ
そ
う
で
す
が
、
歩
く
人
が
増
え

た
こ
と
に
よ
り
犯
罪
件
数
が
半
減
し
た
そ
う
で
す
。
犯

罪
を
犯
そ
う
と
し
て
い
る
人
は
、
人
の
目
を
気
に
し
ま

す
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
は
、
健
康
づ
く
り
だ
け
じ
ゃ
無
く
、

防
犯
に
も
役
立
っ
て
い
て
、
ま
ち
づ
く
り
そ
の
も
の
だ

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
私
も
同
感
で
す
。
地
域
を
歩
く

こ
と
が
、
ご
本
人
に
も
地
域
に
も
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。

元
気
な
挨
拶
と
と
も
に
通
学
路
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
も
取

り
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
す
す
め
⑨
　
パ
ト
ロ
ー
ル

問 本庄税務署　☎22-2111


